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衆
議
院
議
員
も
と
む
ら
賢
太
郎
君
提
出
自
転
車
保
険
の
加
入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
自
転
車
利
用
者
に
対
し
て
、
一
律
に
、
自
転
車
の
交
通
事
故
に
よ
り
被
保
険
者
が
損
害
賠
償
の
責
任
を

負
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
塡
補
す
る
保
険
（
以
下
「
損
害
賠
償
責
任
保
険
」
と
い
う
。
）
へ
の
加
入

を
義
務
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
る
負
担
の
増
加
に
対
す
る
理
解
が
得
ら
れ
る
か
議
論
を
要
す
る
た
め
、
慎
重

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
条
例
等
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
保
険
へ
の
加
入
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
要

請
し
て
い
く
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
保
険
へ
の
加
入
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
転
車
活
用
推
進
計
画

（
平
成
三
十
年
六
月
八
日
閣
議
決
定
）
の
計
画
期
間
内
に
、
新
た
な
保
障
制
度
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
考
え
で

あ
る
。


